
網走地区消防組合火災予防条例施行規則

昭和５０年５月８日

規 則 第 ２ 号

改正 昭和６１年 ３月２０日規則第 １ 号  平成 ２年４月 １日規則第 ３ 号

   平成 ４年 ３月 ３日規則第 ４ 号  平成１８年３月２４日規則第１５号

   平成２４年１１月３０日規則第 ３ 号  平成２６年５月２７日規則第 ３ 号

   平成２８年 ３月 ９日規則第 ２ 号  平成３０年２月２８日規則第 １ 号

   令和 ５年１２月１１日規則第 ７ 号

（目的）

第１条 この規則は、網走地区消防組合火災予防条例（昭和４８年条例第１１

号。以下 「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めることを目

的とする。

（禁止行為の解除承認）

第２条 条例第２６条第１項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、禁

止行為の解除承認申請書（様式１）により承認を受けなければならない。

（屋外タンク周囲への流出防止）

第３条 条例第３４条の４第２項第１０号に規定する流出を防止するための有

効な措置は、次によるものとする。

（１）タンクの周囲に、コンクリート等で造られた流出どめが設けられている

こと。

（２）前号の流出どめは、当該タンクの外面以上であること。

第４条 条例第４４条第３項に規定する防火管理業務に関する教育担当者の届

出は、防火管理業務教育担当者選任（解任）届出書（様式２）により行わな

ければならない。

（指定催しの通知・計画）

第４条の２ 条例第５２条の２第３項に規定する消防長が指定催しを指

定した旨の通知は、指定催しの指定通知書（様式２の２）により行うも

のとする。

２ 条例第５２条の３第１項の規定による計画を作成した指定催しを主

催する者は、条例第５２条の３第２項の規定による当該計画の提出は、

火災予防上必要な業務に関する計画提出書（様式２の３）により行わな

ければならない。

（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容）



第４条の３ 条例第５２条の４第３項の規則で定める公表の対象となる防火対

象物は、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）別表第１(1)項から(4)項ま

で、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の 2)項及び(16の 3)項に掲げる

防火対象物で、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第

１７条第 1項の政令で定める技術上の基準又は同条第２項の規定に基づく条

例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自

動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第４条第１項に規定

する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められ

たものとする。

２ 条例第５２条の４第３項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、

前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知

設備が設置されていないこととする。

（公表の手続）

第４条の４ 条例第５２条の４第１項の公表は、前条第１項の立入検査結果を

通知した日から１４日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と

同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認で

きるまでの間、網走地区消防組合ホームページへの掲載により行う。

２ 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

（１）前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

（２）前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の

  部分を含む。）及び公表を開始した日

（３）その他消防長が必要と認める事項

（防火対象物の使用開始の届出）

第５条 条例第５３条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物

使用開始届出書（様式３）及び防火対象物棟別概要追加書類（様式３の２）

により、行わなければならない。

（火を使用する設備等の届出）

第６条 条例第５４条に規定する火を使用する設備又は、その使用に際し、火

災の発生のおそれのある設備の届出は、次の各号に掲げるものについて、当

該各号に定める様式により、行わなければならない。

（１）条例第５４条第１号から第８号の２までに規定する設備の設置又は変更

  の届出（以下「設置等の届出」という。）          様式４

（２）条例第５４条第９号から第１２号までに規定する設置等の届出 様式５

（３）条例第５４条第１３号に規定する設備等の届出        様式６

（４）条例第５４条第１４号に規定する設備等の届出        様式７

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出）



第７条 条例第５５条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのあ

る行為等の届出は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定める様式に

より行わなければならない。

（１）条例第５５条第１号に規定する届出          様式８

（２）条例第５５条第２号に規定する届出          様式９

（３）条例第５５条第３号に規定する届出          様式１０

（４）条例第５５条第４号に規定する届出          様式１１

（５）条例第５５条第５号に規定する届出          様式１２

（６）条例第５５条第６号に規定する届出          様式１３

（７）条例第５５条第７号に規定する届出          様式１４

（８）条例第５５条第８号に規定する届出         様式１５

（９）条例第５５条第９号に規定する届出         様式１５の２

２ 前項第１号、第２号、第４号、第５号及び第９号に規定する届出が急を要

する場合は、当該届出書によらず電話又は口頭により、届出ることができる

ものとする。

３ 第１項第１号に規定する火災とまぎらわしい煙を発する行為の届出のうち、

林野の火入れについては、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２１条第

２項の規定により、市町村長が交付する林野火入許可証の写しをもって、当

該届出書とする。

４ 消防長は、第１項第６号及び第７号に規定する届出を受理し、適当と認め

た者には、届出済証（様式１６のア、イ）を交付する。

（指定洞道等の届出）

第８条 条例第５５条の２に規定する届出は、指定洞道等届出書（様式１７）

により行わなければならない。

２ 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、

条例第５５条の２第２項において準用する同条第１項の規定による届出にあ

っては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

（１）指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

（２）指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消

  火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防火設備その他

  の主要な物件の概要書

（３）指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全

対策書

  ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

  イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出

   火防止に関すること。



（指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出）

第９条 条例第５６条に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵

又は取扱いの届出は、次の届出書により行わなければならない。

（１）少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い届出書         様式１８

（２）少量危険物貯蔵・指定可燃物取扱い廃止届出書       様式１９

（タンクの水張検査等）

第１０条 条例第５６条の２に規定する検査を受けようとする者は、タンク水

張・水圧検査申請書（様式２０）により行わなければならない。

２ 消防長は、前項の申請による検査の結果、関係規定に適合していると認め

るときは、次の検査証を交付するものとする。

（１）少量危険物タンク検査済証                様式２１

（２）指定可燃物タンク検査済証                様式２２

（届出書の提出部数）

第１１条 この規則に基づく届出書又は申請書（以下「届出書等」という。）は、

２部とする。ただし、第６条第３項に規定する林野火入許可証の写しについ

ては、１部とする。

２ 消防長は、この規則に基づく届出書等を受理したときは、必要な調査又は

検査を行い、支障がないと認めたときは、その１部に届出済印（様式２３）

又は検査済印（様式２４）を押印して交付する。

（標識等の規格）

第１２条 条例に規定する標識及び表示板の規格は、別表１のとおりとする。

   付 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 網走地区消防組合火災予防条例施行規則（昭和４７年規則第１号）は、廃

止する。

３ この規則施行の際、現に交付されている届出書又は届出済証については、

この規則の規定により交付された届出書又は届出済証とみなす。

  付 則（昭和６１年規則第１号）

この規則は、昭和６１年４月１日から適用する。

  付 則（平成２年規則第３号）

この規則は、平成２年５月２３日から施行する。

  附 則（平成４年規則第４号）

この規則は、平成４年７月１日から施行する。

  附 則（平成１８年規則第１５号）



この規則は、平成１８年３月３１日から施行する。

附 則（平成２４年規則第３号）

この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。

   附 則（平成２６年規則第３号）

この規則は、平成２６年８月１日から施行する。

   附 則（平成２８年規則第２号）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

   附 則（平成３０年規則第１号）

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

   附 則（令和５年規則第７号）

この規則は、令和６年１月１日から施行する。


